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新政策推進課からのお知らせ

 対馬市創業等支援事業補助金の希望者を募集します

　対馬市では、市内における地域資源の更なる活用と雇用の増加を目指して、創業を希望している方や

新たな分野への取り組みをされる方を支援するため「対馬市創業等支援事業補助金」を交付しています。

　この補助金を活用して、創業等を希望される方は下記によりお申し込みください。

○内　　容　１．新規ビジネス応援事業（補助率2／3、上限100万円）

　　　　　　　　新規のビジネスを立ち上げる経費への補助

　　　　　　　　ただし、新規雇用者の人件費が補助対象経費の1／3以上あること

　　　　　　２．６次産業化推進事業、３．農商工連携支援事業（上限100万円）

　　　　　　　　（1）新商品開発事業（補助率2／3、上限50万円）

　　　　　　　　　　新商品、新サービス等の研究・開発の取り組みへの補助

　　　　　　　　（2）販路拡大事業（補助率2／3、上限50万円）

（1）によって研究・開発した新商品、新サービス等、または生産者自らが生産

した商品の販路拡大の取り組みへの補助

　　　　　　　　（3）施設整備事業（補助率1／2、上限100万円）

（1）の事業を実施した者が実施する施設整備・改修等への補助

　　　　　　４．対馬どぶろく特区活用支援事業（補助率2／3、上限100万円）

　　　　　　　　生産した米を原料としたどぶろくを商品化する事業への補助

○対 象 者　１．新規ビジネス応援事業

　　　　　　　　市内に事業所等を有し、又は設けようとする法人・団体・個人等

　　　　　　２．6次産業化推進事業

　　　　　　　　市内に住所を有する農林漁業者・法人・農林漁業者等が組織する団体

　　　　　　３．農商工連携支援事業

　　　　　　　　市内に事業所等を有し、又は設けようとする法人・団体・個人等で次の者

　　　　　　　　①商工業者　②対馬農業協同組合　③市内各漁業協同組合　④対馬森林組合　

　　　　　　　　⑤対馬市商工会　⑥農林水産加工業者　⑦対馬観光物産協会　

　　　　　　４．対馬どぶろく特区活用支援事業

市内に住所を有し下記の①と②両方に該当する者で、酒類製造免許を取得している者、

又は取得しようとする者

　　　　　　　　①農業を営む者　②農家民宿、又は農家レストランを営んでいる者

○応募条件　補助金交付決定通知書の受領後（10月末頃）に、補助対象経費にかかる事業を開始し、  

平成28年3月31日までに、事業とその事業経費の支払いが完了すること

○応募期間　平成27年9月1日（火）～9月30日（水）

○応募方法　対馬市創業等支援事業補助金交付要綱で定める補助金交付申請書に添付書類を添えて、

下記の申込先に持参して応募してください。

○交付決定　審査委員会で審査のうえ決定します。

○申 込 先　〒817-8510　対馬市厳原町国分1441　しまづくり戦略本部　新政策推進課

　　　　　　　　　　　　　 E-mail:shinseisaku@city.nagasaki-tsushima.lg.jp

※創業に関する相談は、上記の応募期間に限らず受け付けていますので、いつでもご相談ください。

問い合わせ しまづくり戦略本部　新政策推進課　☎0920（53）6111
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市民協働・自然共生課からのお知らせ

10月は「土地月間」です

Q 大規模な土地とは？

Q どんな取引が該当？
Q 届出は誰が？
Q いつまでに届出？
Q 提出する書類は？
Q どこに提出？

A

A 売買・代物弁済・交換など
A 土地の権利取得者（売買の場合であれば買主）
A 契約（予約を含む）締結日から2週間以内
A 届出書・売買契約書などの写し・土地の位置図など
A 土地がある市町村の「国土利用計画法」担当課　※届出用紙もあり

①市街化区域　  ②①以外の都市計画区域　 ③都市計画区域以外
2,000㎡以上　　　   5,000㎡以上　　　　   10,000㎡以上

権
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譲
渡
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権
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事

不勧告

勧   告 公   表

助   言

※公表されている土地利用に関する計画に適合
　しない場合には勧告することがあります。
※勧告に従わない場合には公表することがあります。
※適正かつ合理的な土地利用を図るために助言
　することがあります。

従わない時

契約 届出 送付

意見

利用目的の審査

　国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の
確保を図るため、大規模な土地取引について届出制度を設けています。
　大規模な土地販売などの契約（予約を含む）をしたときは、買主は、知事あての届出書に必要な書類
を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市・区役所、町村役場へ届出てください。

政策企画課からのお知らせ

問い合わせ 総合政策部　政策企画課　☎0920（53）6111
　

問い合わせ 総合政策部　市民協働・自然共生課　☎0920（53）6111
　

　ふれあい動物園や対州馬の乗馬体験で動物たちとふれあえる他、動物愛護絵画コンクール展や素敵な
景品がもらえるスタンプラリー等も行います。親子で楽しめるイベントとなっていますので、皆様是非
ご参加ください。
○日　　時　平成27年9月19日（土）13：00～16：00
○場　　所　豊玉総合運動公園体育館「豊玉パールドーム」　※参加費無料・事前申込不要

教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341問い合わせ

対馬の伝統芸能「盆踊」

　8月中旬、上対馬町五根緒・
峰町上里・峰町吉田・厳原町阿
連・厳原町曲の各地において対
馬独自の民俗芸能である盆踊が
奉納されました。それぞれ特色
のある踊で先祖の御霊を供養し
ました。 

教育委員会からのお知らせ

動物愛護週間イベント「わんにゃんフェスティバル2015」開催のお知らせ

峰町　吉田の盆踊 厳原町　曲の盆踊
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観光交流商工課からのお知らせ

楽しい韓国語講座　受講生を募集します

　外国語を学習するのって楽しいですよね？中でも日本人にとって韓国語は一番勉強しやすい外国語な
のです！
　なぜかって？…それは講座を受けてみてのお楽しみ！
　最初から始める方のための「入門コース」ちょっと勉強した方の
ための「初級コース」で9月から再スタートします。
○申 込 期 限　平成27年9月18日（金）～28日（月）17：00まで
○場　　　所　対馬市交流センター3階　大会議室
○料　　　金　無料

申　琇閔
シン          ス ミ ン

（対馬市国際交流員）

〈講師〉 先生

入門コース（初めての方） 初級コース（ハングルの読み書きができる方）

申込・問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　☎0920（53）6111
　

　韓国語の文字、簡単な挨拶と会話の練習
〔日　程〕9月29日～
　　　　　全10回（毎週火曜日）
　　　　　午前の部　10：00～11：30
　　　　　夜間の部　19：30～21：00

　日常会話の練習
〔日　程〕9月30日～
　　　　　全10回（毎週水曜日）
　　　　　午前の部　10：00～11：30
　　　　　夜間の部　19：30～21：00

学んですぐ使える韓国語講座　受講生を募集します

　韓国ドラマを吹き替えなしで見ませんか。「好きこそ物の上手なれ」という言葉通り「好き」という
気持ちは、すごいパワーになります。韓国ドラマにハマっている方はもちろん、韓国人観光客に声をか
けてみようかと思っている方々、皆で楽しく勉強しませんか。
○申込期限　平成27年10月9日（金）
○場　　所　上対馬総合センター
○料　　金　無料（手作りテキスト）
○定　　員　各20名

上対馬振興部　地域振興課　☎0920（86）3111
　

申込・問い合わせ

　韓国語で挨拶や自己紹介ができるように
練習する
〔対象〕初級Ⅰコースを受講した方、子音
　　　　と母音を学んだことのある方
〔日程〕10月13日～12月8日
　　　　全8回（毎週火曜日）
　　　　午前の部　  9:30～11:00
　　　　夜間の部　19:30～21:00

初級Ⅱコース

　韓国に旅行に行った時、そして対馬を訪
れた観光客を助ける時使える韓国語
〔対象〕基本文法を理解している方、中級
　　　　コースを受講した方
〔日程〕10月15日～12月10日
　　　　全8回（毎週木曜日）
　　　　夜間の部　19:30～21:00

日常会話コース

　基本会話・基本文法
〔対象〕韓国語が読める方、初級コースを
　　　　受講した方
〔日程〕10月14日～12月9日
　　　　全8回（毎週水曜日）
　　　　夜間の部　19:30～21:00

中級コース

上対馬振興部からのお知らせ

韓　賢美
ハン        ヒ ョ ン ミ

（上対馬振興部 国際交流員）

〈講師〉 先生

※スケジュールや内容は都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
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市民課からのお知らせ

問い合わせ 市民生活部　市民課　☎0920（53）6111
　

■10月以降に「通知カード」が届きます。
・住民票を有するすべての方に一人一つの番号（個人番号）が
記載された「通知カード」が届きます。

・住民票上の住所に郵送されますので、現在のお住まいと住民
票上の住所が異なる場合は、住所変更の手続きをお願いいた
します。

・DV被害等で住民票をお住まいの住所に移すことができない方
は申請によりお住まいの住所に通知カードを送付することが
できます。
詳しくは対馬市ホームページ、広報8月号をご覧ください。

・個人番号（マイナンバー）は、社会保障・税・災害対策等の
分野で利用されることとなります。

・届いた通知カードには個人情報が記載されております。
紛失されないように大切に保管しておいてください。

■「個人番号カード」とは？
・通知カードと一緒に同封されてくる申請書を提出いただくと
「個人番号カード」を取得できます（平成28年1月以降に順
次交付）。

・「個人番号カード」の取得は強制ではありません。

・取得する際の手数料は無料です（紛失等の理由で再発行する
場合には手数料が必要です）。

・写真付きであるため身分証明書としてもご利用できます。
また、電子証明書も標準搭載されるため、e-Tax等の電子申
請にもご利用できます。

・既に「住基カード」をお持ちの方は有効期限までご利用でき
ます。ただし「個人番号カード」を取得された場合は「住基
カード」は廃止となり、回収させていただきます。
（平成28年１月以降は「住基カード」の交付はできなくなります）

●「通知カード」は対象者全員に届けられますが「個人番号カード」は申請した方のみに交付されます
のでご注意ください。
●広報つしま8月号にもマイナンバーに関するお知らせを掲載しておりますので、そちらもご覧ください。

　10月以降に順次「通知カード」が住民票上の住所に届

きます（東京で作成され、簡易書留で世帯毎に郵送され

る予定です）。

今年の10月から、あなたにもマイナンバー（個人番号）が通知されます

※通知カードイメージ

マイナンバー・法人番号の詳細はこちら
　内閣官房マイナンバー制度ホームページ　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
　☎0570（20）0178　9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）

※個人番号カードイメージ

表面

裏面



健康増進課からのお知らせ
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年に１回は健診を受けましょう!!（集団型健診のご案内）

申込・問い合わせ

　保健部　健康増進課　　　　　☎0920（58）1116　～美津島・豊玉・峰・上県（鹿見・久原・女連）～
　　　　　南福祉保健センター　☎0920（52）4888　～厳原～
　　　　　北福祉保健センター　☎0920（84）2313　～上対馬・上県～

　集団型健診の内容は「特定（メタボ）健診」と「胃がん検診」「肺がん検診（65歳以上は結核検診含

む）」「大腸がん検診」です。

　料金は特定健診無料・胃がん検診1,000円・肺がん（結核）検診300円・大腸がん検診500円です。

　この集団型健診で特定健診を受けられる方は腹部超音波（エコー）検査・骨密度検査も無料で受けら
れます。

（注意）

①対象者は対馬市に住所を有する40歳以上の方です。

②社会保険の方も契約により特定健診を受診できます。受診券を持参ください。

③後期高齢者（75歳以上）の方は、お手持ちの保険証で後期高齢者健診を無料

で受診できます。

④胃がん検診は透視検査（バリウム）ですので、胃カメラ検査希望の方は個別

型健診（病院での健診）をお申し込みください。

⑤40・45・50・55・60歳（平成28年3月31日で）の方は節目型健診（病院

での健診）の対象となりますので、そちらを受診してください。

⑥今年度、すでに個別型健診を受けられた方は、集団型健診は受けられません。

7：00～10：30

7：00～  8：00

 9：30～11：00

7：00～10：30

 7：00～  9：30

7：00～  8：30

10：00～11：30

7：00～  8：00

 9：30～11：00

豊玉町保健センター

小船越コミュニティーセンター

美津島文化会館

美津島文化会館

中対馬開発センター

仁田コミュニティーセンター

峰地区公民館

上県町ふれあいプラザ

上県町地域福祉センター

日　　程 受付時間 実 施 場 所

10月24日 土

10月25日 日

10月26日 月

10月27日 火

10月28日 水

10月29日 木

7：00～  7：45

9：30～10：30

 7：00～  8：15

10：00～11：30

 7：00～  8：15

10：00～11：30

7：00～  8：15

10：00～11：30

琴住民センター

上対馬町地域福祉センター

阿連小学校体育館

金田小学校体育館

ありあけ会館

対馬市役所

豆酘小学校体育館

久根保健福祉館

日　　程 受付時間 実 施 場 所

10月30日 金

10月31日 土

11月1日 日

11月2日 月

ヘルシーちゃん
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正しい知識で結核を予防しましょう

　9月24日～9月30日は結核予防週間です。
　結核の初期症状は咳やタンなどで風邪に似ています。今でも毎年2万人以上の方が新たに患者になり

約2千人が亡くなっていますが、結核は、早期に発見し、治療することで治る病気です。ご家族など周

囲の方による日頃からの心配りが、早期発見につながります。

　早めの検診受診や乳児期の予防接種（BCG）で結核を予防し、あなたと身近な人を結核から守りま

しょう。

婦人がん個別型検診のご案内

問い合わせ 保健部　健康増進課　　　　　☎0920（58）1116
　　　　南福祉保健センター　☎0920（52）4888
　　　　北福祉保健センター　☎0920（84）2313

　5月の集団型検診を受診できなかった方を対象に、今年度は個別型検診を実施します。子宮がんは日
本人の35人に1人、乳がんは12人に1人がかかるといわれますが、早期は自覚症状がほとんどありませ
ん。検診が早期発見の決め手となりますのでこの機会にぜひ受診しましょう。
○受診期間　平成27年10月1日～平成27年12月28日
○申込方法　受診希望日の3日前までに健診コールセンターへ電話予約 
　　　　　　☎0920（58）2121　IP（358）2121（平日10：00～16：00）
　　　　　　＊申込受付は9月25日（金）から開始となります。

対　　　象

料　　　金

20歳以上（平成28年3月31日時点の年齢）

2,000円

医 療 機 関

対 馬 病 院

上対馬病院

曜　日

月・火・水

木

時　間

12：30～

11：00～

予約枠

各10名

4名

○子宮頸がん検診（子宮頸部細胞診）

※分娩等急な手術が入った時は受診できない場合がありますので、御了承ください。

対　　　象

料　　　金

40歳以上の偶数年齢（平成28年3月31日時点の年齢）

2,000円

医 療 機 関

対 馬 病 院

上対馬病院

曜日

月・木

月～金

時　間

11：30～

11：00～

予約枠

各2名

各2名

○乳がん検診（マンモグラフィー）

※妊娠・授乳中の方、乳がんで治療を受けた方、ペースメーカー、頭部シャント術、
　豊胸手術を受けた方等は受診できません。
※月経終了5日後頃が受診適正時期です。

　個別型検診では受診できる人数に限りがありますので早めにご予約ください。
　なお、平成27年5月の集団型検診で受診された方は受診できません。

時　間

14：00～

予約枠

各6名

火 2名

水 1名 14：00～ 3名

金 1名 15：00～ 4名

問い合わせ 保健部　健康増進課　☎0920（58）1116
対馬保健所　　　　　☎0920（52）0166
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地域包括・医療対策課、福祉課からのお知らせ

成年後見制度の利用を考えてみませんか？

　こんなことで困っていませんか？あなたの周りにこんな心配事はありませんか？
・訪問販売や悪徳商法の被害を頻繁に受けている。
・もの忘れがあり、自分でお金の管理ができない。
・将来、認知症になって、お金の管理や不動産の管理ができなくなったらどうしよう。
　このようなときに役立つのが「成年後見制度」で、その内容について今月から数回にわたり掲載いた
します。今回は、制度の概要についてです。
○成年後見制度ってどんな制度？
　成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下した人のために、
家庭裁判所の手続きを通じて援助する人（成年後見人等）を選任し、本人の権利を保護しようとする
制度です。
　成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
○判断能力が不十分になってから⇒「法定後見制度」
　法定後見制度は、判断能力が不十分になってから利用できる制度です。家庭裁判所によって、成年
後見人等が選ばれ、本人の保護を図っていく制度です。同意を得ずに行った契約は取り消すことがで
きる取消権や、本人に代わって契約などの行為を成年後見人等が行う権限が与えられます。
（例）・だまされて結んでしまった契約を取り消すことができる。
　　　・介護サービスの契約や施設入所契約を結ぶ。
※法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に後見開始の審判等を申立てる必要があります。
○判断能力が不十分になる前に⇒「任意後見制度」
　任意後見制度は判断能力が不十分になる前に将来、判断能力が低下したときに備えて「誰に」「どの
ような支援をしてもらうか」を予め契約（任意後見契約）によって決めておく制度です。

　判断能力が不十分になったとしても、成年後見制度を利用することで、法的に権利
や財産を守ることができます。
　制度を必要とする方が、適切な介護サービス等の利用や金銭管理などの支援が受け
られるように、関係機関につなげ、成年後見制度の利用を支援します。詳しくは下記
までお問い合わせください。

　次回は、成年後見制度を利用した事例についてご紹介します。

問い合わせ 地域包括・医療対策課　☎0920（58）1117
福祉事務所　福祉課　　☎0920（58）2294

地域包括支援センターからのお知らせ

平成27年度  認知症と支え合う家族のつどい

　認知症は、他人ごとではなく自分や身近な人など、誰でもなり得るものです。
　対馬市では認知症の高齢者を介護している方に対して、介護に関する情報提供と抱え込まず介護をす
るための負担の軽減を目的につどいを開催しております。
　ご参加をお待ちしております。
○日時・会場　①10月21日（水）13：00～15：00まで　上対馬総合センター　団体室
　　　　　　　②10月22日（木）10：00～11：30まで　豊玉町保健センター　機能訓練室
　　　　　　　③10月22日（木）14：00～15：30まで　対馬市役所　別館会議室
○協　　　力　認知症の人と家族の会　長崎支部

問い合わせ 保健部　地域包括支援センター　☎0920（58）1117
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教育委員会からのお知らせ

　対馬市教育委員会では、長崎県との共催による「長崎県民大学講座」を開催します。【心の健康】・

【笑いでストレス解消】といったテーマ内容です。参加は無料で、どなたでも参加できますので市民の

　皆様のご参加をお待ちしております。

○第１回　平成27年10月16日（金）

　　　　　美津島地区公民館（19：00～21：00まで）

　　　　　講師のテ－マ：笑って元気！楽しい「笑いヨガ」

　　　　　講師：対馬笑いヨガクラブ　阿比留 美喜代 氏

○第２回　平成27年11月20日（金）

　　　　　上県地区公民館（19：00～21：00まで）

　　　　　講師のテ－マ：皿まわしと健康について

　　　　　講師：日本皿回し協会長崎県支部　田中 和寛 氏

教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004

消防本部からのお知らせ

○応募資格　対馬市内の中学生（宿泊可能者に限ります）

○日　　時　平成27年11月21日（土）～22日（日）１泊２日　（1期）

　　　　　　（豊玉町・美津島町・厳原町の中学生）

　　　　　　平成27年11月28日（土）～29日（日）１泊２日　（2期）

　　　　　　（上対馬町・上県町・峰町の中学生）

○場　　所　長崎県立　対馬青年の家

○募集人数　総数30名（各期15名ずつ）

　　　　　　※応募者多数の場合は抽選いたします。

○募集期間　平成27年10月5日（月）～10月30日（金）

○参 加 費　無　料

○主な内容　１日目　救急の知識（座学：人体の構造等）→普通救命講習（3時間）

　　　　　　　　　　→高度救命処置実演・実施→消防職員との意見交換会

　　　　　　２日目　高規格救急車内見学・説明→救急資機材の取り扱い実演・実施

　　　　　　　　　　→模擬救急出動訓練実施

　　　　　　※１期、２期ともに同じ内容で実施します。

　　　　　　※参加者は終了後、アンケート・感想文を提出していただきます。

○集合場所　対馬市役所・各振興部・各行政サービスセンター駐車場とし、貸し切りバスで送迎します。

　　　　　（長崎県立対馬青年の家に11:30到着）

○申込方法　下記の申込先に電話で申し込みをしてください。その後、申込用紙を郵送します。

2015  対馬市教育委員会「生涯学習講座」
“もっと知りたい「移動健康講座」”の開催について

申込・問い合わせ

消防本部　警防課　☎0920（52）0119申込・問い合わせ

中学生対象の救急隊員研修を開催します
（消防署の救急業務を、模擬出動等をとおして体験してみませんか！）

対馬市消防本部
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「学びの秋」新しいことにチャレンジしてみませんか？
秋開催の公民館講座生を募集します

○対　象　対馬市内在住であればどなたでも受講できます。

○受講料　受講料は無料です。ただし、材料費・教材費は受講者負担となります。

対馬市各地区公民館講座  募集一覧表

厳原地区公民館　☎0920（52）0363
美津島地区公民館　☎0920（54）4044
豊玉地区公民館　☎0920（58）0062

峰 地 区 公 民 館　☎0920（83）0151
上県地区公民館　☎0920（84）2576
上対馬地区公民館　☎0920（86）3052

地区

対馬真珠でオリジナル
アクセサリーをつくろう!

対馬市交流センター

美津島地区公民館

しんちゃんとはじめよう!
囲碁入門講座

川上 街子 13：00～15：00

19：30～21：00

9月26日

（土曜日）
1

5
10月～11月

（毎週水曜日）
大澤 信

美
津
島

厳　

原

講 座 名 講 師 名 回数 開催予定期間 予定開催時間 開催場所 申込期限 定員

10名

10名9月15日

9月24日

申込・問い合わせ

平成28年度から対馬市内の中学校で使用する教科書が決定しました

問い合わせ 教育委員会　学校教育課　☎0920（88）2001
　

平成28年度使用中学校教科用図書採択結果一覧

発　行　者　名

会　　社　　名略　称
教　科　書　名教 科 種 目

国 語

書 写

社 会

地 図

数 学

理 科

音 楽

美 術

保健体育

技術家庭

英 語

地理的分野

歴史的分野

公民的分野

一 般

器 楽 合 奏

技 術 分 野

家 庭 分 野

伝え合う言葉　中学国語（1、2、3）

中学校　書写

新編　新しい社会　地理

新編　新しい社会　歴史

新編　新しい社会　公民

中学校社会科地図

新編　新しい数学（1、2、3）

新編　新しい科学（1、2、3）

中学生の音楽（1、2・3上、2・3下）

中学生の器楽

美術1　　　　出会いと広がり

美術2・3上　美の深まり

美術2・3下　美の探究

新編　新しい保健体育

技術・家庭（技術分野）

技術・家庭（家庭分野）

ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ
English Course（①、②、③）

教　出

学　図

東　書

東　書

東　書

帝　国

東　書

東　書

教　芸

教　芸

日　文

東　書

開隆堂

開隆堂

東　書

教育出版株式会社

学校図書株式会社

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

株式会社　帝国書院

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

株式会社教育芸術社

株式会社教育芸術社

日本文教出版株式会社

東京書籍株式会社

開隆堂出版株式会社

開隆堂出版株式会社

東京書籍株式会社



広報つしま15

第12回  市民美術展の作品を募集します

○応募部門　洋画・日本画・書道・デザイン・彫刻・工芸・写真
○出品資格　対馬市内居住者で、高校生（または16歳）以上の方
○出 品 料　1出品者当たり500円（高校生は不要）
○出品点数　各部門に1人2点までとする（1人最高14点まで）　
　　　　　　自作未発表（対馬市内で未発表）のものに限る。
○申込期限　12月17日（木）
○申 込 先　生涯学習課及び各地区公民館
○展示期間及び会場
　　　　　　前期：平成28年1月27日（水）～1月31日（日）峰地区公民館
　　　　　　後期：平成28年2月3日（水）～2月7日（日）対馬市交流センタ－
○主　　催　対馬市教育委員会・対馬市民美術展実行委員会

問い合わせ 教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004
　

教育委員会　北地区教育事務所　☎0920（86）3052
　　　　　　南地区教育事務所　☎0920（52）8855

問い合わせ

新しく赴任されたALT（英語指導助手）を紹介します

○氏　　　名　Krystel Rain Sungahid（クリステル　レイン　スンガヒド）
○生 年 月 日　1987年9月23日（27歳）
○出 身 国　アメリカ合衆国
○学　　　歴　カリフォルニア大学デービス校
○担 当 学 校　仁田中学校・仁田小学校・豊小学校・佐須奈中学校・佐須
　　　　　　　奈小学校・比田勝中学校・比田勝小学校
○趣　　　味　読書・旅行・音楽鑑賞

　　　　　　　　　　　　　○好きな俳優　ジョニー・デップ
○対馬の印象　地図を見ると対馬は小さいですが、ここに着いた時びっくりしました。対馬は広くて大

きい島なんですネ。そして、たくさん自然を見て感動しています。
○ひ と こ と　こんにちは！名前が長いので「レイン」と呼んでもいいです。現在、日本語を勉強して

いますが、よく間違っています。英語を学ぶのはちょっと難しいですが、お互いに頑張
りましょうね。皆さんと会うのを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。

○氏　　　名　Joseph Salmingo（ジョセフ　サルミンゴ）
○生 年 月 日　1984年5月1日（31歳）
○出　身　国　アメリカ合衆国
○学　　　歴　カリフォルニア　サンディエゴの大学卒（航空宇宙工学）
○担 当 学 校　鶏鳴小学校・今里小学校・大船越小学校・美津島北部小学
　　　　　　　校・乙宮小学校・大船越中学校・浅海中学校
○趣　　　味　ゲーム・すてきなレストランで食事をすること・お笑いを
　　　　　　　見ること

○好きな俳優　レオナルド・ディカプリオとテリー・クルーズ
○対馬の印象　自然が豊かでとても美しいです。海の景色がすばらしい！
○ひ と こ と　対馬で働くのを楽しみにしています。私が住んでいたロサンゼルスとは全く違うので、

早く対馬に慣れたいです！
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今年のオータムジャンボ宝くじは、
　　　　　　1等・前後賞合わせて5億円！
今年のオータムジャンボ宝くじは、
　　　　　　1等・前後賞合わせて5億円！

１等　　　3億円×13本（発売総額390億円・13ユニットの場合）
前後賞各　1億円×26本（発売総額390億円・13ユニットの場合）
●発売期間　  9月28日（月）から10月16日（金）まで
●抽 選 日　10月23日（金）

　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、
高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。

地域マネージャー通信
VOL.34

総合政策部　市民協働・自然共生課　☎0920（53）6111

豊玉町仁位地区

問い合わせ

　今回の地域マネージャー通信は、豊玉町仁位地区よりお届けします。

　2015年4月より豊玉町仁位地区では、地域住民を中心とした地域づくり計画策定に向けた座談

会が開催されています。区長・集落支援員・地域マネージャーほか、多くの住民が公民館に集ま

り、熱い談義を行っています。

　豊玉町仁位地区は、公共施設や教育機関並びに商店があり、和多都美神社や烏帽子岳といった観

光資源にも恵まれています。また、島外からの転勤者も数多く住んでいる地区ですが、それゆえに

浮かび上がる課題があり、今後、地域住民が行うことのできる対策が必要とされています。

　座談会では、外部集落支援員2名がコーディネーターとなって『地域の現状』はどのようなもの

か『地域にある資源』は何か『将来も大事にしていきたいもの』は何かについて意見を出し合い、

昨年実施した住民アンケート結果も踏まえて、意見の集約を行ってきました。

　７月24日、仁位地区生活館にて第３回座談会が開催され『行動宣言』策定に向けた話し合いを行

いました。これまで出てきた数多く

の意見の中から、仁位地区にとって

特に重要な事柄をまとめ上げ、一つ

の宣言を作り上げました。

　この行動宣言をもとに具体的にど

のようなことを行うかについて詳し

く記した『地域づくり計画』を作成

していきます。同時に、これまで地

域づくりに関わりのなかった方々に

積極的に参加していただく方法につ

いて検討を進めていかなければなり

ません。
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の
言
葉
を
、
耳
に
し
ま
す
。
近
所
の

人
の
家
に
は
、
水
道
管
が
破
裂
し
水
が

使
え
な
く
な
る
と
い
け
な
い
の
で
、
大

き
な
バ
ケ
ツ
に
水
を
く
ん
で
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
豆
酘
は
こ
ん
な

に
も
節
水
意
識
が
高
い
の
だ
ろ
う
と
考

え
る
と
、
ふ
と
、
母
に
聞
い
た
こ
と
を

思
い
出
し
ま
し
た
。
僕
は
、
母
に
、
水

道
管
が
破
裂
し
た
時
の
こ
と
を
聞
い
て

み
る
と
、
母
は
僕
に
「
こ
の
水
の
量
で

食
器
を
洗
っ
て
み
ん
ね
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
洗
面
器
に
た
っ
た
一
杯
の
水
で
、

こ
の
量
の
食
器
を
洗
う
の
は
、
無
理
だ

と
僕
は
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
母
は

「
お
母
さ
ん
は
で
き
る
よ
。」と
い
い
ま

し
た
。
洗
う
前
に
油
汚
れ
を
と
っ
て
お

き
、
洗
剤
を
使
い
す
ぎ
ず
、
す
す
ぐ
水

は
大
切
に
使
う
の
で
す
。
僕
も
こ
の
方

法
を
守
っ
て
実
践
し
て
み
る
と
、
洗
面

器
一
杯
の
水
で
は
、
無
理
で
し
た
が
、

普
段
の
水
の
使
用
量
よ
り
、
大
幅
に
減

ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
昔

は
入
浴
も
、
毎
日
は
で
き
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
対
馬
は
自
然
豊
か
で
水
が
限

り
な
く
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
高

い
山
を
越
え
て
集
落
が
あ
る
独
特
の
地

形
で
す
。
水
を
た
め
る
ダ
ム
や
浄
水
場

も
少
な
く
昔
は
水
道
が
整
っ
て
い
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。
豆
酘
は
対
馬
の
最

南
端
に
あ
る
町
な
の
で
余
計
に
水
が
不

足
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
、
豆
酘
の
人
は
、
水
の
あ
り
が
た

さ
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
。「
水
が
な

い
と
生
き
て
い
け
ん
や
ろ
？
そ
れ
な
の

に
、
人
は
水
を
無
駄
に
し
て
も
平
気
で

い
る
な
ん
て
お
か
し
い
と
思
わ
な
い
？
」

僕
は
母
の
話
に
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

水
が
使
え
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で

は
な
く
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
な

の
で
す
。
僕
は
母
の
話
を
聞
い
て
、
水

資
源
を
守
る
取
り
組
み
が
し
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
入
浴
中
の

シ
ャ
ワ
ー
の
時
間
の
短
縮
、
水
を
出

し
っ
ぱ
な
し
に
し
な
い
な
ど
、
僕
に
で

き
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

水
は
大
切
。
水
を
守
る
こ
と
は
、
命

を
守
る
こ
と
。
水
が
使
え
る
こ
と
に
感

謝
し
て
生
活
し
て
い
き
た
い
で
す
。
そ

し
て
、
豊
か
な
水
資
源
を
、
守
り
続
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

豆
酘
中
学
校
3
年

　
　

小
田
啓
由

た
か　
よ
し

水
は
大
切

第
37
回
全
日
本
中
学
生
水
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
入
選

（
長
崎
県
に
お
け
る
地
方
審
査
）



要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

～消費者トラブルに関する事例やアドバイスをご紹介します～
対馬市消費生活相談所
☎0920（52）8322

2015.9 18

年金コーナー年金コーナー
国民年金保険料「10年の後納制度」は9月30日まで

○日時　10月7日（水） 14：00～17：00

　場所　峰地区公民館

○日時　10月8日（木） 9：00～17：00

　場所　上対馬総合センター

★年金相談は予約制です。
★予約受付期限 10月2日（金）まで

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

予約先 ☎095（861）1387

　「10年の後納制度」は、過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みで

す（本来、国民年金保険料は2年を経過すると時効により納付することができません）。この制度を利用

すれば、将来の年金額を増やすことができます。

　「10年の後納制度」は平成27年9月30日をもって終了します。終了後、平成27年10月1日から3年

間に限り、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することが出来る「5年の後納制度」が始ま

りますが、10年の後納制度よりも納付できる期間が短く、保険料の加算額が高くなります。

　なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度

の利用はできません。

　後納制度を利用するには、申し込みが必要です。

　詳しくは「国民年金保険料専用ダイヤル」

☎0570（011）050または下記年金事務所へ

お問い合わせください。

霊感商法・開運商法には要注意！

　誰しも悩みや不安はありますので、まずは気持ちをしっかりもち、周りの方に相談しま
しょう。また手ごろな商品の購入をきっかけに高額商品を買わされそうになったり、買っ
てしまったときには一人で悩まずにすぐに対馬市消費生活相談所もしくは長崎県消費生活
相談センターにご相談ください。

【相談事例】
　先日自宅に届いたダイレクトメールに「これを購入すれば運気がアップする」などと書かれたブレ

スレットがあった。気持ちが前向きになるならと思い、1つ購入したが、その後、別の業者から電話が

あり「先祖の供養が必要」「先祖のたたりがある」などと言われたので祈祷料として10万円のお札を

購入した。その後も高額の仏壇などの購入を持ちかける電話があり、断っても様々な勧誘の電話が続

いている。

【消費者へのアドバイス】
　「この商品を身に付ければ幸せになれる」「この商品を買わなければ不幸になる」など人の悩みや不

安に付け込んで商品やサービスを購入させる商法を霊感商法・開運商法と呼びます。また電話で悩み

を聞くなどで家庭や家族の情報を聞き出し、最終的には高額な商品を売りつけるケースもあります。

今回の場合、お札の購入は電話勧誘販売に該当し、契約書が届いてから8日以内であればクーリングオ

フが出来ます。また勧誘の電話については、きっぱりと断るようにしてください。

【問い合わせ】

　日本年金機構長崎北年金事務所　☎095（861）1354


